
 

 

独立行政法人医薬基盤研究所の役員給与規程の改正について 

 

 

 

１．改正の内容 

  国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に準拠するため、当研究

所の「独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程」を一部改正した。 

 

  主な改正点 

①  平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日の間においては、本給月

額、地域手当、期末手当、勤勉手当については、９．７７％を減じて支給

する。 

 

②  平成２４年６月の期末手当において、本給月額等の合計額に０．３７％

に平成２３年４月から平成２４年３月までの１２ヶ月を乗じた額及び平

成２３年６月及び１２月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に

０．３７％を乗じた額を減じて支給する。 

 

 

２．施行日 

   平成２４年４月１日 

資料２－１ 


